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米子市掲示第５号 

 

   公募型プロポーザルの執行について 

 

 公募型プロポーザルを行うので、次のとおり公告する。 

 

  平成２８年４月１２日 

 

                          米子市長 野 坂 康 夫 

 

１ プロポーザルの概要 

 ⑴ プロポーザルの内容 

   米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括的運営事業に係る企画の提案 

 ⑵ 対象となる事業の名称 

   米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括的運営事業（以下「本事業」とい

う。） 

 ⑶ 事業期間 

   基本契約締結日（平成２８年９月予定）から平成４４年３月３１日まで 

    ※事業期間の内訳 

     ア 基幹的設備改良工事 

       工事請負契約の締結の日から平成３２年３月３１日まで 

     イ 長期包括的運営事業 

       運営準備 運営業務委託契約の締結の日から平成２９年３月３１日まで 

       運営事業 平成２９年４月１日から平成４４年３月３１日まで 

 ⑷ 予算額 

         １６，３１６，９８８千円（消費税及び地方消費税の額を含まない。） 

    ※内訳 

      基幹的設備改良工事費    ３，４１２，１００千円 

      長期包括的運営事業費   １２，９０４，８８８千円 

    ※予算額は、基幹的設備改良工事費及び長期包括的運営事業費それぞれについて、上記に

定める額の範囲内とする。 

 

２ 参加資格 

 ⑴ 構成 

  ア 別に定める募集要項において公表する要求水準書に掲げる業務等を実施することができ

る単独の企業（以下「応募企業」という。）又は複数の企業で構成するグループ（以下「応

募グループ」という。）とする。なお、長期包括的運営事業の実施に当たっては、特別目的

会社を設立することができる。 

  イ 応募グループにあっては、構成員のうちから代表企業を定め、当該代表企業が応募手続を

行わなければならない。 
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  ウ 応募企業及び応募グループ（以下「応募者」と総称する。）は、基幹的設備改良工事及び

長期包括的運営事業のそれぞれについて、その主要な業務を担当する他の企業を定めること

ができる。ただし、プラント部分の基幹的設備改良工事及び運営管理は、応募企業又は応募

グループの構成員が担当しなければならない。 

  エ 応募グループは、応募に当たり、代表企業及びその他の構成員並びにこれらのそれぞれが

本事業の実施において果たす役割を明らかにしなければならない。 

  オ 応募企業の変更並びに応募グループの代表企業及びその構成員の変更は、原則として認め

ない。ただし、特段の事情があると本市が認めた場合は、この限りでない。 

  カ 応募企業又は応募グループを構成する企業のいずれかが、他の応募企業又は応募グループ

を構成する企業となることは、認めない。 

  キ 同一の応募者が、複数の提案を行うことは、認めない。 

 ⑵ 要件 

  ア 共通 

    応募企業又は応募グループを構成する構成員は、次の（ア）から（キ）までに掲げる要件を全て

満たす者でなければならない。 

   （ア） 米子市の入札参加資格者名簿（登録区分は、清掃施設工事に限る。）に継続して２年以

上登録されている者であって、日本国内に本店又は支店を有するものであること。 

   （イ） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により入札参加資

格を有しない者でないこと。 

   （ウ） 米子市建設工事等指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成１７年１２月２１日

施行）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

   （エ） 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

   （オ） 法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人市県民税並びに固定資産税を滞納し

ていないこと。 

   （カ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団（（キ）において「暴力団」という。）でないこと。 

   （キ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以

下（キ）において「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す

る者を経営に関与させていないこと。 

  イ 基幹的設備改良工事を行う企業 

    応募企業又は応募グループを構成する構成員のうち基幹的設備改良工事を行う企業は、次

の（ア）から（エ）までに掲げる要件を全て満たす者でなければならない。なお、同一の業務を複

数の企業で実施する場合は、少なくとも主たる業務を担う１社が、次の（ア）から（エ）までに掲

げる要件を全て満たす者でなければならない。 

   （ア） 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく有資格者であること。 

   （イ） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）の清掃施設工事及び建築一式工事に係る特定建

設業の許可を受けていること。 

   （ウ） 地方公共団体（日本国内）において、次のａからｃまでに掲げる条件を全て満たす一般
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廃棄物処理施設の建設の実績又は基幹的設備改良工事（環境省の交付対象事業である「廃

棄物処理施設の基幹的設備改良事業」又は「廃棄物処理施設への先進的設備導入事業」に

合致する事業に限る。）の実績があること。なお、応募者の会社の分割、合併、事業譲渡

等により変更があった前後の実績も含めて計上する場合は、分割、合併又は承継が適切に

行われ、かつ、分割され、合併され、又は承継された事業の実績が適切に引き継がれてい

ることを証明する書類を提出すること。 

    ａ 次に掲げる項目を全て満たす施設であること。 

     （ａ） 平成１４年４月１日以後に供用を開始した施設であること。 

     （ｂ） 全連続燃焼式のストーカ方式で、１炉当たりの１日における処理量が９０トン以上

の規模で、かつ、２炉以上の施設であること。 

     （ｃ） ボイラ・タービン式の発電設備を有する施設であること。 

    ｂ 平成２８年４月１日時点において、延べ３年以上の稼働の実績を有する施設であるこ

と。 

    ｃ １炉当たり９０日以上の連続運転の実績を有する施設であること。 

   （エ） 清掃施設工事業における監理技術者又は主任技術者を専任で配置することができること。 

  ウ 長期包括的運営事業を行う企業 

    応募企業又は応募グループを構成する構成員のうち長期包括的運営事業を担当する企業

は、次の（ア）及び（イ）に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。なお、同一の業務を

複数の企業で実施する場合は、少なくとも主たる業務を担う１社が、これらの要件を満たす

者でなければならない。 

   （ア） 廃棄物中間処理施設の運転管理に直接起因し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号）に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者でないこと。 

   （イ） 地方公共団体（日本国内）において、次のａからｃまでに掲げる条件の全てを満たす一

般廃棄物処理施設について、平成２８年４月１日時点で延べ３年以上の運営管理（長期包

括的運営事業、ＤＢＯ事業又はＰＦＩ事業であるものに限る。ただし、運転委託を除く。）

を受託した実績を有していること。なお、応募者の会社の分割、合併、事業譲渡等により

変更があった前後の実績も含めて計上する場合は、分割、合併又は承継が適切に行われ、

かつ、分割され、合併され、又は承継された事業の実績が適切に引き継がれていることを

証明する書類を提出すること。 

    ａ 平成１４年４月１日以降に供用を開始した施設であること。 

    ｂ 全連続燃焼式のストーカ方式で、１炉当たりの１日における処理量が９０トン以上の

規模で、かつ、２炉以上の施設であること。 

    ｃ ボイラ・タービン式の発電設備を有する施設であること。 

 

３ 第１次審査（参加申込書等による審査） 

  提出された書類により、本プロポーザルへの参加資格を満たしているか審査し、第２次審査の

参加者を選定する。 

 

４ 第２次審査（提案書の審査） 
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  提案書全体について様式集に沿った構成となっていること、及び同一の事項に対する２通り以

上の提案又は提案事項間に齟齬、矛盾等がないことを審査する。また、応募者が提案書において

提案した内容が、本事業の要求水準を満たしているか審査する。 

 

５ 第３次審査（改善後の提案書・見積書による審査） 

  第２次審査を経た応募者は、プレゼンテーション並びに改善後の提案書及び見積書による第３

次審査を受けることができる。 

 

６ 最優秀提案の選定 

  第３次審査の結果に基づき、最高点を得た提案を最優秀提案として選定する。なお、審査の結

果によっては、最優秀提案を選定しない場合がある。 

 

７ 手続等 

 ⑴ 担当部署（書類の提出先及び問い合わせ先） 

    郵便番号 ６８３－０８５２ 

    鳥取県米子市河崎３２８０番地１ 米子市クリーンセンター内 

    米子市市民人権部環境事業課管理係 

    電話      ０８５９－３０－０２７０ 

    ファクシミリ  ０８５９－３０－０２７１ 

    電子メール   kankyojigyo@city.yonago.lg.jp 

 ⑵ 資料の交付 

   本プロポーザルの執行に係る資料は、平成２８年４月１２日（火）から同年５月９日（月）

までの間に、米子市ホームページ（http://www.city.yonago.lg.jp/）から入手するものとす

る。ただし、これにより難い場合は、次により直接交付するものとする。 

  ア 交付期間 

    平成２８年４月１２日（火）から同年５月９日（月）までの日（日曜日及び土曜日並びに

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前９

時から午後５時まで 

  イ 交付場所 

    ⑴に同じ。 

 ⑶ 参加申込書等の提出 

  ア 提出方法 

    本プロポーザルへの参加を希望する者は、別に交付する提案要領書（以下「提案要領書」

という。）に基づき参加申込書その他必要な書類を作成し、これを持参し、又は郵送するこ

と。なお、郵送による申込みは、書留郵便によることとし、平成２８年５月９日（月）午後

５時までに到着したものに限り、受け付ける。 

  イ 提出場所 

    ⑴に同じ。 

  ウ 提出期限 

    平成２８年５月９日（月）午後５時 

mailto:kankyojigyo@city.yonago.lg.jp
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 ⑷ 提案書及び参考見積書の提出 

  ア 提出方法 

    第２次審査の参加者として選定された応募者は、提案要領書に基づき提案書及び参考見積

書を作成し、これを持参し、又は郵送すること。なお、郵送による申込みは、書留郵便によ

ることとし、平成２８年６月１３日（月）午後５時までに到着したものに限り、受け付ける。 

  イ 提出場所 

    ⑴に同じ。 

  ウ 提出期限 

    平成２８年６月１３日（月）午後５時 

 ⑸ 改善後の提案書及び見積書の提出 

  ア 提出方法 

    第２次審査を経た応募者は、２⑴アの募集要項に基づき改善後の提案書及び見積書を作成

し、これを持参し、又は郵送すること。なお、郵送による申込みは、書留郵便によることと

し、平成２８年８月１日（月）午後５時までに到着したものに限り、受け付ける。 

  イ 提出場所 

    ⑴に同じ。 

  ウ 提出期限 

    平成２８年８月１日（月）午後５時 

 

８ 契約の締結 

  第３次審査により選定された最優秀提案の応募者を優先交渉権者として決定し、本事業の実施

に係る契約の締結のための協議を行う。なお、当該協議が不調となった場合は、第３次審査にお

ける次点の応募者と当該協議を行う。 

 

９ その他 

  本プロポーザルの執行に関し、この公告に記載のないものは、提案要領書によるものとする。 


